
新旧対照表 

改 正 後 改 正 前 

第１節  総則 

 

１－１－１ 適用 

１．この水道工事共通仕様書（以下「共通仕様書」という。）は、

福島市上下水道局が発注する水道工事、修繕工事及びその他こ

れらに類する工事（以下「工事」という。）に係る工事請負契約

書（以下「契約書」という。）及び設計図書の内容について、統

一的な解釈及び運用を図るとともに、その他必要な事項を定め、

これにより契約の適正な履行を確保するためのものである。 

２．受注者は、共通仕様書の適用に際しては「福島市上下水道局請

負工事監督規程」（以下「監督規程」という。）及び「福島市上下

水道局請負工事検査規程」（以下「検査規程」という。）に従った

監督・検査体制の下で、建設業法第18条に定める建設工事の請負

契約の原則に基づく施工管理体制を遵守しなければならない。

また、受注者はこれら監督、検査（完成検査、既済部分検査）に

際しては、地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の

15、福島市上下水道局会計規程（以下「会計規程」という。）及

び福島市上下水道局工事請負契約約款（以下「約款」という。）

に基づくことを認識しなければならない。 

 

１－１－２ 用語の定義 

 

４．仕様書とは、各工事に共通する要件を記載する共通仕様書とそ

の工事特有の要件を定めた特記仕様書を総称していう。 

５．共通仕様書とは、建設作業に必要な技術要件や工事内容などを

定めたもので、あらかじめ定型的な内容を盛り込み作成したも

のをいう。 

第１節  総則 

 

１－１－１ 適用 

１．この水道工事共通仕様書（以下「共通仕様書」という。）は、

福島市水道局が発注する水道工事、修繕工事及びその他これら

に類する工事（以下「工事」という。）に係る工事請負契約書（以

下「契約書」という。）及び設計図書の内容について、統一的な

解釈及び運用を図るとともに、その他必要な事項を定め、もって

契約の適正な履行の確保を図るためのものである。 

２．受注者は、共通仕様書の適用にあたっては、「福島市水道局請

負工事監督規程」（以下「監督規程」という。）及び「福島市水道

局請負工事検査規程」（以下「検査規程」という。）に従った監督・

検査体制のもとで、建設業法第18条に定める建設工事の請負契

約の原則に基づく施工管理体制を遵守しなければならない。ま

た、受注者はこれら監督、検査（完成検査、既済部分検査）にあ

たっては、地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の

15、福島市水道事業会計規程及び福島市水道局工事請負契約約

款（以下「約款」という。）に基づくものであることを認識しな

ければならない。 

 

１－１－２ 用語の定義 

 

４．仕様書とは、各工事に共通する共通仕様書と各工事に規定され

る特記仕様書を総称していう。 

５．共通仕様書とは、各建設作業の順序、使用材料の品質、数量、

仕上げの程度、施工方法等工事を施工するうえで必要な技術的

要求、工事内容を説明したもののうち、あらかじめ定型的な内容



新旧対照表 

 

 

１－１－７ 施工計画書 

１．受注者は、工事着手前に工事の目的物を完成するために必要な

手順や工法などについての施工計画書を監督員に提出し、監督

員と打ち合わせを行わなければならない。受注者は、施工計画書

に従って工事を行う必要がある。 

この場合、受注者は、施工計画書に次の事項について記載しな

ければならない。 

また、監督員がその他の項目について補足を求めた場合には

追記する。ただし、受注者は維持工事等簡易な工事においては監

督員の承諾を得て記載内容の一部を省略することができる。 

１）工事概要 

２）計画工程表 

３）現場組織表（工場製作にあっては工場組織表） 

４）安全管理 

５）主要機械 

６）主要資材 

７）施工方法(主要機械、仮設備計画、工事用地等を含む) 

８）施工管理計画 

９）緊急時の体制及び対応 

10）交通管理（ダンプトラックの過積載防止についても記載す

る） 

11）環境対策 

12）現場作業環境の整備 

13）再生資源の利用の促進と建設副産物の適正処理方法 

（建設発生土の処分、建設副産物処理計画についても記載す

る） 

14）個人情報の安全管理 

を盛り込み作成したものをいう。 

 

１－１－７ 施工計画書 

１．受注者は、工事着手前または施工方法が確定した時期に工事目

的物を完成するために必要な手順や工法等についての施工計画

書を監督員に提出し、監督員と打ち合わせをしなければならな

い。 

受注者は、施工計画書を遵守し工事の施工にあたらなければ

ならない。 

この場合、受注者は、施工計画書に次の事項について記載しな

ければならない。 

また、監督員がその他の項目について補足を求めた場合には、

追記するものとする。ただし、受注者は維持工事等簡易な工事に

おいては監督員の承諾を得て記載内容の一部を省略することが

できる。 

⑴ 工事概要 

⑵ 計画工程表 

⑶ 現場組織表（工場製作にあっては工場組織表） 

⑷ 安全管理 

⑸ 主要機械 

⑹ 主要資材 

⑺ 施工方法(主要機械、仮設備計画、工事用地等を含む) 

⑻ 施工管理計画 

⑼ 緊急時の体制及び対応 

⑽ 交通管理（ダンプトラックの過積載防止についても記載す

る） 

⑾ 環境対策 

⑿ 現場作業環境の整備 

⒀ 再生資源の利用の促進と建設副産物の適正処理方法 



新旧対照表 

15）その他 

 

 

 

１－１－10 監督員 

１．当該工事における監督員の権限は、約款第９条第２項に規定さ

れている。 

２．監督員がその権限を行使する際は、書面により行う。ただし、

緊急を要する場合に監督員が受注者に対し口頭で指示を行った

場合には、受注者はその指示に従うものとし、後日、監督員と受

注者の両者が指示内容を書面により確認する。 

 

 

１－１－14 工事の下請負 

受注者は、下請負に携わる場合、以下の要件をすべて満たさなけ

ればならない。 

１．受注者は、工事の全体にわたる企画、指導、調整を行う必要が

ある。 

２．下請負業者は、地方自治法施行令第167条の4第1項の規定に該

当しない者である必要がある。 

３．下請負業者は、福島市上下水道局の競争入札参加停止等取扱要

綱に基づく入札参加資格制限中の者でない必要がある。 

４．下請負業者は、該当下請負工事の施工能力を持つ必要がある。

また、下請契約を締結する際は、下請負に使用される技術者や労

働者の賃金、労働時間、労働条件、安全衛生など労働環境が適正

に整備されるよう、市場における労務の取引価格、保険料等を的

確に反映した適正な額の請負代金及び適正な工期等を定める下

請け契約を締結しなければならない。 

 

（建設副産物処理計画についても記載する） 

⒁ 個人情報の安全管理 

⒂ その他 

 

１－１－10 監督員 

１．当該工事における監督員の権限は、約款第９条第２項に規定し

た事項である。 

２．監督員がその権限を行使するときは、書面により行うものとす

る。ただし、緊急を要する場合は監督員が、受注者に対し口頭に

よる指示等を行った場合には、受注者は、その指示等に従うもの

とし、後日書面により監督員と受注者の両者が指示内容等を確

認するものとする。 

 

１－１－14 工事の下請負 

受注者は、下請負に付する場合には、次の各号に掲げる要件をす

べて満たさなければならない。 

⑴ 受注者が、工事の施工につき総合的に企画、指導及び調整する

ものであること。 

⑵ 下請負者が、地方自治法施行令第167条の４第１項の規定に該

当しない者であること。 

⑶ 下請負者が、福島市水道局競争入札参加停止等取扱要綱に基

づく入札参加資格制限中の者でないこと。 

⑷ 下請負者は、当該下請負工事の施工能力を有すること。なお、

下請契約を締結するときは、下請負に使用される技術者、技能労

働者等の賃金、労働時間その他の労働条件、安全衛生その他の労

働環境が適正に整備されるよう、市場における労務の取引価格、

保険料等を的確に反映した適正な額の請負代金及び適正な工期

等を定める下請け契約を締結しなければならない。 

 



新旧対照表 

１－１－15 施工体制台帳 

１．受注者は、「福島市上下水道局元請・下請関係適正化指導要綱」

（以下「指導要綱」という。）を遵守しなければならない。 

 

１－１－23 建設副産物 

４．受注者は、「建設副産物適正処理推進要綱」（国土交通省事務次

官通達平成14年５月30日）、「再生資源の利用の促進について」

（建設大臣官房技術審議官通達、平成３年10月25日）、「建設汚泥

の再生利用に関するガイドライン」（国土交通事務次官通達、平

成18年６月12日）、「発生土利用基準について」（国土交通大臣官

房技術調査課長、平成18年８月10日）を遵守して、建設副産物の

適正な処理及び再生資源の活用を図らなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１－１－15 施工体制台帳 

１．受注者は、「福島市水道局元請・下請関係適正化指導要綱」（以

下「指導要綱」という。）を遵守すること。 

 

１－１－23 建設副産物 

４．受注者は、「建設副産物適正処理推進要綱」（国土交通省事務次

官通達平成14年５月30日）、再生資源の利用の促進について（建

設大臣官房技術審議官通達、平成３年10月25日）、建設汚泥の再

生利用に関するガイドライン（国土交通事務次官通達、平成18年

６月12日）を遵守して、建設副産物の適正な処理及び再生資源の

活用を図らなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



新旧対照表 

１－１－24 監督員による確認及び立会等 

７．段階確認は、以下の項目に基づいて行われる。 

１）受注者は、表１－１に示される確認時期において段階確認を

受けなければならない。表にない工種については、県共通仕様

書第1編共通編第1章総則第1節総則表１－１段階確認一覧に

従う。 

 

 
 

 

 

 

 

１－１－24 監督員による確認及び立会等 

８．段階確認は、次に掲げる各号に基づいて行うものとする。 

⑴ 受注者は、表１－１に示す確認時期において、段階確認を受

けなければならない。本表に定めのない工種については、県共

通仕様書第１編共通編第１章総則第１節総則表１－１段階確

認一覧によるものとする。 

 

 

 

 



新旧対照表 

１－１－26 工事完成検査 

３．受注者は、工事の完成検査に必要な次の資料及び記録を整備

し、検査員に提示しなければならない。 

１）各資材の受払い記録（資材納入書、伝票等） 

２）工事履行報告書 

３）設計図書で指示した工事材料以外の使用材料に関する資料 

４）産業廃棄物管理票（紙ﾏﾆﾌｪｽﾄ）または電子ﾏﾆﾌｪｽﾄ 

 

１－１－56 水道工事に係る個人情報の取扱 

１．個人情報を取扱う必要がある水道工事の施工に際し、情報管理

の徹底を図り、情報漏えい等の事故を防止しなければならない。 

２．適用範囲は、福島市上下水道局が発注する水道工事等の工事施

工に必要な、個人情報が含まれる図書等（配水管網図、設計図

面、竣工図、給水台帳等）を利用する工事とする。 

 

３－１－２ 適用すべき諸基準 

受注者は、設計図書に特に定めのない事項については、下記の

基準類に従わなければならない。ただし、基準類と設計図書で相

違がある場合は、原則として設計図書の規定に従い、疑義がある

場合は監督員に確認を求めること。 

 

日本水道協会 水道施設設計指針（2024年版） 

 

 

 

 

 

 

 

１－１－26 工事完成検査 

３．受注者は、工事の完成検査に必要な次の資料及び記録を整備

し、検査員に提示しなければならない。 

⑴ 各資材の受払い記録（資材納入書、伝票等） 

⑵ 工事週報 

⑶ 設計図書で指示した工事材料以外の使用材料に関する資料 

⑷ 産業廃棄物管理票（紙ﾏﾆﾌｪｽﾄ）または電子ﾏﾆﾌｪｽﾄ 

 

１－１－56 水道工事に係る個人情報の取扱 

１．個人情報を取扱う必要がある水道工事の施工に際し、情報管理

の徹底を図り、情報漏えい等の事故を防止する。 

２．福島市水道局が発注する水道工事等の工事施工に必要な、個人

情報が含まれる図書等（配水管網図、設計図面、竣工図、給水台

帳等）を利用する工事に適用する。 

 

３－１－２ 適用すべき諸基準 

受注者は、設計図書において特に定めのない事項については、

下記の基準類によらなければならない。なお、基準類と設計図書

に相違がある場合は、原則として設計図書の規定に従うものと

し、疑義がある場合は監督員に確認をもとめなければならない。 

 

日本水道協会 水道施設設計指針（2012年版） 
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３－２－９ 残土処理工 

６．受注者は、建設発生土を受け入れ地に搬入する前に、受け入れ

地が盛土規制法や土砂条例、他法令による許可及び届出が行わ

れているかなどを確認し、監督員の承諾を得なければならない。

搬出後には搬出先事業者から受領書の交付を受けなければなら

ない。 

７．残土処理量が500㎥を超える工事では、ストックヤード運営事

業者を搬出先とし、改良土製造プラントにて再生処理を行うこ

と。建設発生土は搬出に先立ち定められた土質試験を実施し、土

質区分を判定し、その結果を監督員に報告し確認を受けること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３－２－９ 残土処理工 

６．受注者は、建設発生土の受入れ地への搬入に先立ち、指定され

た建設発生土の受入れ地について地形を実測し、資料を監督員

に提出しなければならない。ただし、実測困難な場合等には、こ

れに代わる資料により監督員の承諾を得なければならない。 

 

７．受注者は、建設発生土受入れ地については、建設発生土受入れ

地ごとの特定条件に応じて施工しなければならない。 
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４－３－２ 管・弁類の布設 

７．受注者は、ダクタイル鋳鉄管の直管を使用して曲げ配管を行う

場合は、監督員の承諾を得て、表４－１、表４－２、表４－３に

示す「許容曲げ角度」の範囲内で角度調整を行わなければならな

い。また、管を曲げて布設する場合には、管を正常な位置で接合

した後、徐々に所定の角度まで曲げる。 

 

 

 

 

４－３－２ 管・弁類の布設 

７．受注者は、ダクタイル鋳鉄管の直管を使用して曲げ配管を行う

場合は、監督員の承諾を得て、表４－１、表４－２、表４－３に

示す「許容曲げ角度」の範囲内で角度調整を行わなければならな

い。また、管を曲げて布設する場合には、管を正常な位置で接合

した後、徐々に所定の角度まで曲げるものとする。 

 

 
 

 

 



新旧対照表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



新旧対照表 
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４－３－12 管の明示工 

１．受注者は、口径50㎜以上の地下埋設管については、管明示テー

プを設置しなければならない。設置については、設計図書による

ほか次による。 

１）管明示テープは、ビニルテープ幅50㎜、青色とし、「福島市

上下水道局」及び施工年度（西暦）の白文字入りとする。 

２）管明示テープは、管の上部に正確に貼りつけなければなら 

ない。 

２．受注者は、地下埋設管については、道路工事等において管の存

在を知らせ管の破損防止のため、埋設管標示シートを設置しな

ければならない。設置については、設計図書によるほか、次によ

る。 

１）埋設管標示シートは、ビニルシート（シングル）幅150㎜、

青色とし、「水道管注意 福島市上下水道局の立会を求めて下

さい。」の白文字入りとする。 

２）埋設管標示シートは、新設管及び工事で露出した既設管の上

部に、連続して敷き込み、埋設深は管上20㎝とする。（※） 

また、舗装復旧にて掘削する深度には管標示シートを埋設し

ないこと。 

※管上20cmに埋設することで、掘削の際に管の埋設深を特定

する目安となり、機械掘削による管の破損を防止することを

目的とする。 

 

 

 

 

 

 

 

４－３－12 管の明示工 

１．受注者は、口径50㎜以上の地下埋設管については、管明示テー

プを設置しなければならない。設置については、設計図書による

ほか、次によるものとする。 

⑴ 管明示テープは、ビニルテープ幅50㎜、青色とし、「福島市

水道局」及び施工年度（西暦）の白文字入りとする。 

⑵ 管明示テープは、管の上部に正確に貼りつけなければなら

ない。 

２．受注者は、地下埋設管については、道路工事等において管の存

在を知らせ管の破損防止のため、埋設管標示シートを設置しな

ければならない。設置については、設計図書によるほか、次によ

るものとする。 

⑴ 埋設管標示シートは、ビニルシート（シングル）幅150㎜、

青色とし、「水道管注意 福島市水道局の立会を求めて下さ

い。」の白文字入りとする。 

⑵ 埋設管標示シートは、新設管及び工事で露出した既設管の

上部に、連続して敷き込むものとする。また、埋設深は40㎝と

する。ただし、舗装構成により埋設深度が深くなる場合は、監

督員と協議のうえ埋設位置を決定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



新旧対照表 

竣工図作成の手引き 

１．目的 

この手引きは、地下埋設情報をより正確に把握し、水道管管理図

面の追加修正及び施設の維持管理業務を円滑に進めるため、工事

竣工図（以下、竣工図という。）及び弁栓類台帳の作成について電

子媒体による提出を基本とし、統一した基準を定めるものである。 

 

２．適用 

この手引きは、送水管及び配水管布設工事等の受注者が提出す

る竣工図及び弁栓類台帳の作成に適用する。なお、これに定めのな

い事項は、監督員の指示による。 

 

３．提出 

１）工事目的物引渡書と合わせて監督員に提出しなければならな

い。 

ア 竣工図 

電子データ ＣＤ    ２枚（配水課・給水課各１枚） 

 

イ 弁栓類台帳 

電子データ ＣＤ    １枚（配水課） 

２）電子データの作成 

竣工図の保存形式は、「ＤＸＦ」「ＪＷＷ」「ＳＦＣ」及び「Ｐ

ＤＦ」とする。 

上記以外のファイル形式及びＣＡＤを保有していない場合

は、原図Ａ１、Ａ３各２部の提出で対応する。 

弁栓類台帳の保存形式は、「ｘｌｓｘ」「ＰＤＦ」とする。 

３）電子データ（ＣＤ）のラベル表面の記載方法 

別紙「電子媒体等のラベル表記」による。 

竣工図作成手引き 

１．目的 

この手引きは、地下埋設情報をより正確に把握し、水道管管理図

面の追加修正及び施設の維持管理業務を円滑に進めるため、工事

竣工図（以下、竣工図という。）及び弁栓類台帳の作成について電

子媒体による提出を基本とし、統一した基準を定めるものである。 

 

２．適用 

この手引きは、送水管及び配水管布設工事等の受注者が提出す

る竣工図及び弁栓類台帳の作成に適用するものとする。なお、これ

に定めのない事項は、監督員の指示によるものとする。 

 

３．提出 

⑴ 工事目的物引渡書と合わせて監督員に提出しなければならな

い。 

ア 竣工図 

電子データ ＣＤ    ２枚（配水課・給水課各１枚） 

出力図   Ａ３（紙） ２部（配水課・給水課各１枚） 

イ 弁栓類台帳 

電子データ ＣＤ    １枚（配水課） 

⑵ 電子データの作成 

竣工図の保存形式は、「ＤＸＦ」「ＪＷＷ」「ＳＦＣ」「ＰＤＦ」

とする。 

上記以外のファイル形式及びＣＡＤを保有していない場合

は、原図Ａ１、Ａ３各２部の提出で対応するものとする。 

弁栓類台帳の保存形式は、「ｘｌｓｘ」「ＰＤＦ」とする。 

⑶ 電子データ（ＣＤ）のラベル表面の記載方法 

別紙「電子媒体等のラベル表記」によるものとする。 



新旧対照表 

各 種 様 式 

 

提出書類の様式については、この様式集によるが、記載内容が網

羅されている場合は任意の様式を使用することができる。ただし、

福島市上下水道局の規程・要綱等に定められている様式については、

定められた様式を使用する。 

○印のある様式については、受注者の押印を不要とする。「印」等

の記載がある様式において、押印しない場合は「印」等の記載、押印

欄を削除すること。ただし、未削除であっても受理する。 

なお、文書の改ざん防止・真正性確保のための押印は任意とし、押

印しないことを強制するものではない。 

また、福島市上下水道局に定めのない様式については、福島市、福

島県、国土交通省様式での提出を可とする。 

なお、福島市・福島県・国土交通省の様式で提出する場合は、あて

先等を福島市上下水道局仕様に修正すること。 

各種様式における年月日については、和暦表記とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各 種 様 式 

 

提出書類の様式については、この様式集によるものとするが、記

載内容が網羅されている場合は任意の様式を使用することができ

る。ただし、福島市水道局の規程・要綱等に定められている様式につ

いては、定められた様式を使用するものとする。 

○印のある様式については、受注者の押印を不要とする。「印」等

の記載がある様式において、押印しない場合は「印」等の記載、押印

欄を削除すること。ただし、未削除であっても受理する。 

なお、文書の改ざん防止・真正性確保のための押印は任意とし、押

印しないことを強制するものではない。 

また、福島市水道局に定めのない様式については、福島市、福島

県、国土交通省様式での提出を可とする。 

なお、福島市・福島県・国土交通省の様式で提出する場合は、あて

先等を福島市水道局仕様に修正すること。 

各種様式における年月日については、和暦表記とする。 
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